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『
戦
国
楚
簡
研
究
2
0
0
 
6
』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
〈
総
四
十
一
号
〉
）

王
裸
呟
氏
の
論
文
「
試
論
郭
店
楚
簡
的
抄
写
時
間
与
荘
子
的
撰

写
時
代
ー
兼
論
郭
店
与
包
山
楚
墓
的
時
代
問
題
」
（
『
哲
学
研
究
』

一
九
九
九
年
第
四
期
。
以
下
「
王
論
文
」
と
称
す
）
は
、
郭
店
一

号
墓
及
び
楚
簡
の
年
代
、
『
荘
子
』
〔
外
雑
篇
〕
の
成
立
時
期
、
包
山

二
号
楚
墓
の
〔
造
営
〕
時
期
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
と
は
異

な
る
見
解
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
妥
当
性
に

つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
を
記

し
、
王
氏
及
び
諸
先
生
方
に
教
え
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

郭
店
楚
簡
と
『
荘
子
』
外
雑
篇
と
の
関
係
、

作
成
時
代
に
つ
い
て

及
び
そ
の

王
論
文
が
、
第
一
節
と
第
二
節
（
「
一
、
郭
店
楚
簡
与
『
荘
子
』

外
雑
篇
的
関
係
」
「
二
、
従
「
十
二
世
有
斉
国
」
看
『
荘
子
』
外
雑

窃
鈎
者
誅
、
窃
邦
者
為
諸
侯
。
諸
侯
之
門
、
義
士
之
所
存
、

篇
的
撰
作
時
代
」
）
で
提
出
す
る
論
点
は
主
に
二
つ
あ
る
。

第
一
に
、
「
郭
店
楚
簡
が
『
荘
子
』
肱
徳
篇
を
抄
録
し
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
」
（
王
論
文
二

0
頁
。
以
下
、
頁
数
の
み
を
挙
げ

る
）
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
「
『
荘
子
』
外
雑
篇
の
大
部
分
は
肱

箇
篇
と
類
似
し
、
斉
の
襄
王
五
年
か
ら
末
年
の
間
（
紀
元
前
二
七

九
年
よ
り
紀
元
前
二
六
五
年
ま
で
）
の
成
立
で
あ
る
か
ら
、
肱
徳

篇
の
記
述
を
抄
録
す
る
郭
店
楚
簡
の
成
立
は
、
斉
の
襄
王
五
年
（
紀

元
前
二
七
九
年
）
以
後
と
な
る
」
（
ニ
ニ
頁
）
こ
と
。

ま
ず
第
一
の
論
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
郭
店
楚
簡
が
『
荘
子
』

を
抄
録
し
た
と
す
る
王
論
文
の
主
な
根
拠
は
、
郭
店
楚
簡
〔
『
語
叢

四
』
〕
と
『
荘
子
』
と
の
間
に
文
字
の
一
致
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
以
下
該
当
箇
所
を
挙
げ
て
比
較
す
る
。

郭
店
楚
簡
の
年
代
及
び
そ
れ
に
関
す
る
問
題
の
検
討

平
成
十
八
年
十
二
月
一
七
—
三
六
頁

劉

彬

徽

（
上
野
洋
子
訳
）
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彼
窃
鉤
者
誅
、
窃
国
者
為
諸
侯
、
諸
侯
之
門
、
而
仁
義
存
焉
、
…

（
『
荘
子
』
肱
披
篇
）

両
者
間
に
お
け
る
文
字
の
異
同
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
依
拠
す
る
別

の
文
献
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

肱
徳
篇
の
「
仁
義
存
焉
」
な
ど
は
、
そ
れ
以
降
も
伝
え
残
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
『
史
記
』
源
侠
列
伝
に
引
か
れ
る
も
の
が
そ
れ

で
、
末
尾
は
「
義
士
存
」
で
は
な
く
「
仁
義
存
」
と
な
っ
て
い
る
（
注
l
)
0

〔
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
「
仁
義
存
焉
」
と
あ
る
肱
徳
篇
と
、
「
義
士
之

所
存
」
と
あ
る
『
語
叢
四
』
と
は
別
の
系
統
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
両
者
間
に
伝
写
関
係
を
想
定
し
た
上
で
、
朕
箇
篇
の
〕
「
「
仁
義

存
焉
」
を
〔
『
語
叢
四
』
に
従
っ
て
〕
「
義
士
存
焉
」
に
校
訂
す
べ
き
」

と
い
う
王
論
文
の
見
解
は
明
ら
か
に
不
適
当
で
あ
る
（
注
2
)
0

王
論
文
は
、
郭
店
楚
簡
が
『
荘
子
』
を
抄
録
し
た
と
考
え
る
。

そ
の
根
拠
は
、
前
掲
し
た
肱
被
篇
の
一
段
に
続
く
「
絶
聖
棄
知
」
「
攘

棄
仁
義
」
と
の
〔
内
容
を
示
す
〕
句
が
郭
店
楚
簡
『
老
子
』
で
は
な

く
現
行
本
『
老
子
』
に
の
み
見
え
、
〔
更
に
現
行
本
『
老
子
』
よ
り
も

『
荘
子
』
肱
館
篇
の
成
立
が
早
い
と
す
る
こ
と
か
ら
、
〕
「
〔
こ
れ
ら
二
句
の
〕

初
出
を
肱
筐
篇
と
す
る
」
(
+
九
頁
）
点
に
あ
る
（
注
3
)
。
こ
の
見
解

に
つ
い
て
は
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
郭
店
楚
簡
『
語
叢
四
』
）

ま
ず
、
〔
『
老
子
』
の
成
立
に
関
す
る
〕
近
年
の
研
究
成
果
を
紹
介

し
て
お
き
た
い
。
郭
祈
氏
は
、
「
従
郭
店
楚
簡
〈
老
子
〉
看
老
子
其

人
其
書
」
（
『
哲
学
研
究
』
一
九
九
八
年
第
七
期
）
・
「
従
郭
店
竹
簡

看
先
秦
哲
学
発
展
脈
絡
」
（
『
光
明
日
報
』
一
九
九
九
年
四
月
二
三

日
）
の
中
で
〔
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
〕
。
郭
店
楚
簡
『
老

子
』
は
、
〈
春
秋
末
期
〉
に
孔
子
と
同
時
期
で
あ
っ
た
老
睛
の
〔
系

統
〕
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
現
行
本
（
吊
書
も
含
む
）
『
老
子
』

は
、
〈
戦
国
中
期
〉
に
秦
の
献
公
と
同
時
期
で
あ
っ
た
太
史
像
の
〔
系

統
〕
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
を
取
り
入
れ
た
上
で

更
に
改
訂
を
加
え
、
「
紀
元
前
三
八
四
年
か
ら
紀
元
前
三
七
四
年
に

い
た
る
十
年
の
間
に
成
立
し
た
」
（
『
哲
学
研
究
』
一
九
九
九
年
第

四
期
、
三
三
頁
）
も
の
で
あ
る
。
〔
郭
氏
の
〕
こ
の
見
解
は
妥
当
と

言
え
よ
う
。

郭
氏
の
説
に
従
え
ば
、
〈
戦
国
中
期
〉
に
お
け
る
現
行
本
『
老
子
』

の
成
書
時
期
は
、
荘
子
が
生
存
し
た
時
期
よ
り
も
早
く
、
更
に
は

『
荘
子
』
諸
篇
の
撰
述
時
期
よ
り
も
早
い
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、

「
絶
聖
棄
知
」
等
の
句
の
初
出
を
肱
徳
篇
と
す
る
王
論
文
の
見
解

は
不
適
当
と
な
る
。
「
初
出
」
と
は
、
さ
し
あ
た
り
郭
店
『
老
子
』

と
は
異
な
る
〈
戦
国
中
期
〉
の
『
老
子
』
に
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
荘
子
は
老
子
の
後
学
で
あ
る
か
ら
、
怯
筐
篇
中
の
記
述
が
〈
戦

国
中
期
〉
の
〔
郭
店
『
老
子
』
と
は
別
系
統
の
〕
を
抄
録
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
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ま
た
、
郭
店
楚
墓
の
〔
造
営
〕
時
期
は
、
現
行
本
子
』
の

成
書
時
期
よ
り
遅
れ
る
。
と
は
い
え
、
郭
店
『
老
子
』
は
〈
戦
国

中
期
〉
の
現
行
本
『
老
子
』
で
は
な
く
、
〈
春
秋
末
期
〉
の
『
老
子
』

を
来
源
と
す
る
。
〔
な
ぜ
な
ら
、
〕
郭
店
『
老
子
』
以
外
の
郭
店
楚
簡

資
料
（
『
語
叢
』
を
含
む
）
の
来
源
は
い
ず
れ
も
古
く
、
春
秋
か
ら

〈
戦
国
初
期
〉
の
文
献
を
抄
録
し
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

〔
つ
ま
り
、
『
語
叢
四
』
『
老
子
』
と
い
っ
た
郭
店
楚
簡
の
〕
来
源
は
、
『
荘

子
』
肱
徳
諸
篇
よ
り
も
古
い
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
〔
郭
店
〕
楚
簡
が
『
荘
子
』
肱
徳
篇
を
抄
録
し

た
」
と
す
る
王
論
文
の
見
解
は
成
立
し
難
い
。
勿
論
、
逆
に
肱
箇

篇
が
『
語
叢
四
』
を
抄
録
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
難
し
い
。
〔
郭
店

『
語
叢
』
と
『
荘
子
』
肱
箇
篇
と
は
〕
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
文
献
に
依
拠

し
て
い
た
と
の
説
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

〔
ま
た
王
論
文
は
、
〕
『
荘
子
』
外
雑
篇
の
成
書
時
期
を
検
討
す
る

際
、
〔
肱
箇
篇
の
〕
「
十
二
世
而
有
斉
国
」
を
考
証
し
、
「
十
二
世
」

を
田
成
子
か
ら
斉
の
襄
王
ま
で
と
結
論
づ
け
る
（
注
4
)
。
し
か
し
、
「
十

二
世
」
に
つ
い
て
は
従
来
の
学
界
に
お
い
て
諸
説
あ
る
た
め
、
王

氏
の
説
を
定
説
と
す
る
可
否
に
つ
い
て
は
更
な
る
検
討
を
要
す
る
。

た
と
え
王
氏
の
説
に
根
拠
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
説
だ
け
で
同

意
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
古
文
献
が
流
伝
す
る
過
程
で

生
じ
る
誤
伝
や
誤
字
の
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
「
十
二
世
」
を
誤
写

と
す
る
説
も
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
注
5
)
0

郭
店
楚
墓
及
び
竹
簡
の
年
代
に
つ
い
て

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
田
成
子
か
ら
〔
数
え
て
〕
「
十
二
世

而
有
斉
国
」
と
あ
る
〔
「
十
二
世
」
は
襄
公
の
世
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

そ
の
記
述
を
残
す
〕
『
荘
子
』
肱
徳
篇
の
撰
述
時
期
は
、
斉
の
襄
王

五
年
（
紀
元
前
二
七
九
年
）
か
ら
斉
の
襄
王
末
年
（
紀
元
前
二
六

五
年
）
の
間
で
あ
る
」
と
す
る
王
氏
の
新
説
は
、
〔
『
荘
子
』
『
老
子
』

の
前
後
関
係
を
論
じ
た
説
と
〕
同
様
に
成
立
し
難
い
。

紀
元
前
二
七
九
年
か
ら
紀
元
前
二
六
五
の
間
に
成
立
し
た
『
荘

子
』
肱
披
篇
を
郭
店
楚
簡
が
抄
録
し
た
と
す
る
王
氏
の
説
は
、
郭

店
楚
墓
及
び
楚
簡
の
〔
成
立
〕
時
期
を
、
紀
元
前
二
七
九
年
以
降
、

更
に
は
翌
紀
元
前
二
七
八
年
の
秦
将
白
起
に
よ
る
郡
都
攻
略
〔
す

な
わ
ち
白
起
抜
郡
〕
以
降
ま
で
引
き
下
げ
る
も
の
で
あ
る
。

だ
が
王
氏
の
説
で
は
、
現
在
の
考
古
学
的
見
地
に
よ
る
〔
造
営
〕

時
期
と
「
食
い
違
い
」
が
生
じ
る
。
〔
そ
の
た
め
〕
王
論
文
第
三
節

（
「
三
、
郭
店
楚
墓
及
其
竹
簡
与
白
起
抜
郡
一
事
的
関
係
」
）
は
、

紙
面
を
大
幅
に
割
い
て
自
説
の
妥
当
性
を
論
証
し
て
い
る
。
両
者

の
論
点
の
相
違
は
、
郡
都
の
文
化
が
白
起
抜
郡
の
前
後
で
ど
の
程

度
変
化
し
た
か
と
い
う
点
に
集
中
す
る
。

考
古
学
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
郡
の
文
化
的
様
相
は
、
郡
が
壊

滅
的
な
被
害
を
被
っ
た
白
起
抜
郡
を
境
に
大
き
く
変
化
し
た
と
考

(19) 



え
ら
れ
る
（
郡
の
周
辺
に
ま
で
変
化
は
及
ぶ
が
、
そ
の
影
響
は
郡

か
ら
離
れ
る
に
つ
れ
て
弱
ま
る
）
。
〔
一
方
、
〕
王
論
文
の
見
解
は
次

の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

第
一
に
、
白
起
抜
郡
か
ら
「
秦
始
皇
二
十
年
（
紀
元
前
ニ
ニ
七

年
）
ま
で
の
間
、
南
郡
や
秦
の
占
領
下
に
あ
っ
た
郡
・
郡
で
は
、

秦
律
の
施
行
が
不
十
分
で
あ
り
」
（
二
三
頁
）
、
「
厳
重
な
政
策
に

よ
る
郡
・
郡
の
秦
化
が
進
め
ら
れ
た
可
能
性
は
低
い
」
（
二
四
頁
）

こ
と
。第
二
に
、
「
郡
都
破
壊
後
の
、
楚
文
化
本
来
の
生
命
力
が
過
小
評

価
さ
れ
が
ち
で
あ
る
」
（
二
三
頁
）
こ
と
。

第
三
に
、
「
郡
都
陥
落
後
も
、
現
地
の
楚
人
は
楚
系
文
字
と
楚
暦

と
を
使
用
し
続
け
た
」
（
二
三
頁
）
こ
と
。

第
四
に
、
「
紀
元
前
二
七
八
年
か
ら
紀
元
前
ニ
ニ
―
年
ま
で
の
間
、

特
徴
の
異
な
る
秦
墓
と
楚
墓
と
は
併
存
し
て
お
り
」
、
「
江
陵
〔
一

帯
〕
に
お
い
て
、
楚
墓
の
数
は
秦
墓
を
遥
か
に
上
回
っ
て
い
た
」
（
ニ

五
頁
）
こ
と
。

第
一
点
に
つ
い
て
。
〔
王
氏
は
、
郡
都
に
対
す
る
秦
化
の
影
響
力
が
低

か
っ
た
と
考
え
る
が
、
〕
白
起
抜
郡
の
後
、
少
な
く
と
も
郡
都
と
そ
の

周
辺
で
は
「
厳
重
な
政
策
」
が
敷
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
郡
都

が
壊
滅
的
な
被
害
を
被
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

現
在
、
荊
州
市
内
に
あ
る
紀
南
城
（
も
と
江
陵
県
に
属
す
る
）

遺
跡
は
、
戦
国
楚
都
郡
の
所
在
地
で
あ
る
。
七
十
年
代
以
降
、
灌

漑
排
水
事
業
の
た
め
に
文
物
考
古
研
究
所
の
研
究
員
（
筆
者
も
そ

の
一
員
で
あ
っ
た
）
が
、
大
規
模
な
調
査
・
検
分
•
発
掘
作
業
を

行
い
、
郡
都
の
城
門
•
宮
殿
建
築
•
作
業
所
等
の
遺
跡
を
発
見
し

た
。
〔
中
で
も
、
〕
密
集
す
る
四

S
五
百
基
の
井
戸
は
、
夜
空
に
浮
か

ぶ
あ
ま
た
の
星
の
よ
う
で
あ
っ
た
（
注
6
)
0

「
楚
の
郡
都
で
は
、
車
の
穀
が
引
っ
か
か
り
、
通
行
人
の
肩
が

触
れ
合
う
く
ら
い
に
街
道
が
混
み
合
い
、
朝
に
着
た
新
し
い
着
物

も
、
暮
に
は
破
れ
て
い
る
と
い
う
」
（
桓
膵
『
新
論
』
）
（
注
7
)
古
人

の
言
葉
通
り
、
郡
都
が
大
都
市
と
し
て
栄
え
て
い
た
こ
と
は
、
こ

う
し
た
考
古
学
的
発
見
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
〔
郡
都
の
繁
栄
ぶ
り
を
示
す
遺
跡
と
は
別
に
、
当
時
の
我
々
〕

研
究
員
は
、
白
起
抜
郡
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
郡
都
の
有
様
も
実

見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
た
と
え
ば
〕
城
内
に
は
、
戦
国
楚
の
文

化
層
は
見
ら
れ
た
が
、
秦
漢
の
文
化
層
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
〔
こ

の
こ
と
は
、
白
起
抜
郡
以
降
、
〕
こ
こ
に
居
住
者
が
い
な
か
っ
た
か
、

い
た
と
し
て
も
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

更
に
、
城
壁
や
一
部
の
高
台
で
は
、
秦
漢
時
代
の
墓
が
発
見
さ

れ
て
い
る
。
城
内
に
あ
る
鳳
凰
山
の
高
台
で
発
見
さ
れ
た
秦
漢
時

代
の
墓
は
、
七
十
年
代
の
間
だ
け
で
も
三
十
三
基
あ
り
、
中
に
は
、

城
内
に
あ
る
楚
の
土
台
や
文
化
層
を
毀
損
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

〔
中
で
も
〕
注
目
す
べ
き
は
、

M
7
0
号
か
ら
出
土
し
た
漆
器
に
、
秦

の
昭
王
三
七
（
紀
元
前
二
八
一
年
）
と
二
六
年
（
紀
元
前
二
七
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0
年
）
と
い
う
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
注
8)°

こ
れ

に
よ
り
、
こ
の
墓
は
白
起
抜
郡
の
後
ま
も
な
く
造
営
さ
れ
た
も
の

と
わ
か
る
。

〔
こ
の
よ
う
に
〕
郡
都
は
秦
の
厳
重
な
政
策
に
よ
り
徹
底
的
に
破

壊
さ
れ
、
城
の
東
南
か
ら
数
キ
ロ
先
の
郡
城
遺
跡
（
訳
者
注
ー
楚
都

の
郡
と
は
別
）
に
は
、
〔
秦
が
〕
統
治
の
拠
点
と
し
て
新
た
な
城
邑
を

建
設
し
た
の
で
あ
っ
た
。

楚
文
化
の
絢
爛
か
つ
完
成
度
の
高
い
建
築
様
式
を
備
え
、
か
つ

て
学
者
達
が
「
東
洋
の
ア
テ
ネ
」
と
称
し
た
郡
都
が
白
起
抜
郡
後

に
廃
墟
と
化
し
た
こ
と
は
、
秦
の
政
策
が
い
か
に
厳
重
か
つ
破
壊

的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
点
に
つ
い
て
。
楚
文
化
の
生
命
力
を
過
小
評
価
す
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
王
論
文
の
指
摘
は
確
か
に
正
し
い
。
郡
都
が
破
壊

さ
れ
た
後
で
も
、
楚
文
化
は
「
刀
を
抽
き
て
水
を
断
て
ば
水
更
に

流
れ
る
」
よ
う
に
脈
々
と
伝
承
さ
れ
、
民
族
文
化
の
発
展
へ
の
影

響
力
を
今
な
お
有
し
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
近

刊
『
江
漢
文
化
与
荊
楚
文
明
』
（
早
期
中
国
文
明
叢
書
）
の
中
で
章

を
設
け
て
論
じ
た
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
白
起
抜
郡
以
後
の
秦
化
政
策
に
よ
っ
て
、
楚

文
化
の
生
命
力
が
損
な
わ
れ
た
と
い
う
紛
れ
も
な
い
事
実
も
認
識

し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
（
〔
こ
の
点
に
つ
い
て
は
〕
考
古
学
的
資
料

の
方
面
か
ら
多
数
の
報
告
が
あ
る
が
、
詳
細
は
挙
げ
な
い
）
。

第
三
点
に
つ
い
て
。
王
論
文
は
、
雲
夢
睡
虎
地
よ
り
出
土
し
た

「
秦
楚
月
名
対
照
表
」
（
注
9
)
を
挙
げ
、
「
〔
秦
楚
の
月
名
を
〕
対
照
さ

せ
た
の
は
、
楚
暦
を
〔
秦
暦
に
〕
変
更
す
る
た
め
で
は
な
く
、
秦
暦

を
習
慣
と
す
る
官
吏
を
楚
暦
に
適
応
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
」
（
ニ

五
頁
）
と
考
え
る
が
、
私
の
見
解
は
こ
れ
に
全
く
反
す
る
。
「
対
照

表
」
に
は
、
「
十
月
楚
冬
夕
、
十
一
月
楚
屈
夕
…
…
（
以
下
、
十
二

の
月
名
を
順
番
に
対
照
し
て
い
る
。
以
下
省
略
。
）
」
と
あ
る
。
秦

が
使
用
す
る
頗
瑣
暦
は
、
夏
正
の
月
名
と
順
序
を
改
め
ず
に
、
そ

の
十
月
を
秦
暦
の
歳
首
と
し
た
も
の
で
あ
る
（
注
1
0
)
0

し
か
し
、
楚
暦
の
歳
首
（
第
一
番
目
の
月
）
〔
で
あ
る
「
冬
夕
」
〕

は
、
秦
暦
と
〔
歳
首
月
に
す
る
天
体
現
象
も
異
な
れ
ば
月
名
も
〕
異
な

る
。
楚
暦
の
歳
首
〔
で
あ
る
「
冬
夕
」
〕
は
、
夏
正
の
十
二
月
に
相

当
し
、
秦
暦
の
月
順
で
言
え
ば
一
年
で
三
番
目
の
月
に
相
当

す
る
（
注
ll)o

秦
暦
と
楚
暦
と
が
こ
の
よ
う
に
相
違
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
「
対

照
表
」
は
、
秦
暦
の
歳
首
（
夏
正
の
十
月
）
を
標
準
と
し
、
そ
こ

に
楚
暦
の
歳
首
を
合
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
楚
暦
を
秦

暦
に
適
応
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
「
対
照
表
」

が
「
楚
冬
夕
秦
十
二
月
」
と
記
さ
ず
、
〔
秦
の
歳
首
(
+
月
）
を
冒
頭

に
置
い
て
〕
「
十
月
楚
冬
夕
」
と
記
し
た
こ
と
が
何
よ
り
の
証
拠
で

あ
る
。楚
系
文
字
は
白
起
抜
郡
後
も
継
続
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
〔
そ
れ
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以
上
に
〕
秦
系
文
字
が
強
制
的
に
用
い
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、

営
〕
時
期
の
「
上
限
が
紀
元
前
二
七
八
年
（
秦
抜
郡
）
以
降
」
と

い
う
（
湖
北
省
荊
州
博
物
館
「
江
陵
揚
家
山
一
三
五
号
秦
墓
発
掘

簡
報
」
、
『
文
物
』
一
九
九
三
年
第
八
期
、
一

0
頁
）
江
陵
揚
家
山

一
三
五
号
墓
か
ら
は
、
秦
系
文
字
で
書
か
れ
た
竹
簡
が
出
土
し
て

い
る
。ま
た
、
〔
造
営
〕
「
時
期
の
上
限
が
紀
元
前
二
七
八
年
の
「
白
起

抜
郡
」
以
降
で
、
下
限
が
秦
代
以
前
と
な
る
」
（
荊
州
博
物
館
「
江

陵
王
家
台
十
五
号
秦
墓
」
、
『
文
物
』
一
九
九
五
年
第
一
期
、
四
三

頁
）
江
陵
王
家
台
十
五
号
秦
墓
よ
り
出
た
『
易
占
』
（
訳
者
注
ー
い

わ
ゆ
る
『
帰
蔵
』
）
等
の
重
要
な
竹
簡
も
秦
系
文
字
で
〔
書
か
れ
て
〕

い
た
。更
に
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
郡
都
附
近
の
〔
江
陵
〕
九
店
墓
地

中
、
〈
戦
国
晩
期
早
段
〉
（
下
限
は
二
七
八
年
）
の
楚
墓
か
ら
は
『
日

書
』
な
ど
の
楚
系
文
字
資
料
が
出
土
し
た
の
に
対
し
、
紀
元
前
二

七
八
年
以
降
の
〈
戦
国
晩
期
晩
段
〉
の
楚
墓
か
ら
出
土
し
た
の
は
、

秦
系
文
字
〔
の
書
か
れ
た
文
物
〕
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、
江
陵
九
店
墓
地
〔
乙
組
〕
四
四
七
号
と
四
八
三
号
墓
の

出
土
物
に
は
（
注
12)
、
秦
系
文
字
で
「
咸
亭
」
「
大
官
」
と
書
か
れ
て

い
る
（
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
編
著
『
江
陵
九
店
東
周
墓
』
、

科
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
二
七
一
頁
・
ニ
八
四
頁
）
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
二
つ
の
墓
葬
は
、
間
違
い
な
く
楚
〔
文
化
〕
様
式
の
器
物 造

を
中
心
と
し
た
楚
墓
な
の
で
あ
る
。

〔
こ
の
よ
う
に
、
〕
楚
墓
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
秦

系
文
字
が
確
認
で
き
る
と
い
う
点
は
、
紀
元
前
二
七
八
年
以
前
の

楚
墓
と
明
ら
か
に
異
な
る
。
こ
れ
は
、
秦
に
よ
る
郡
都
陥
落
の
後
、

現
地
に
お
い
て
秦
系
文
字
〔
の
使
用
〕
が
徹
底
的
に
押
し
進
め
ら
れ

た
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
う
。
（
勿
論
、
筆
者
は
民
間
に
お
い
て
楚
系

文
字
が
使
用
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、

楚
墓
か
ら
秦
系
文
字
〔
の
書
か
れ
た
文
物
〕
が
出
土
し
た
以
上
、
〔
当

時
〕
秦
の
影
瞥
下
に
お
い
て
、
秦
系
文
字
と
楚
系
文
字
と
が
融
合

す
る
過
程
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
）

第
四
の
問
題
点
に
つ
い
て
。
王
論
文
は
、
紀
元
前
二
七
八
年
以

後
、
楚
墓
〔
の
造
営
〕
は
な
か
っ
た
と
す
る
論
者
（
訳
者
注
ー
郭
徳
維

氏
）
に
異
を
唱
え
、
楚
墓
は
〔
白
起
抜
郡
後
も
〕
造
営
さ
れ
て
い
た

と
す
る
。
こ
れ
は
確
か
に
正
し
い
。
し
か
し
、
〔
楚
墓
の
造
営
に
つ
い

て
は
、
〕
紀
元
前
二
七
八
年
の
白
起
抜
郡
を
境
に
現
れ
る
郡
都
と
そ

の
附
近
の
変
化
を
十
分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〔
こ
の
時
期
、
郡
都
及
び
周
辺
の
〕
楚
墓
〔
に
現
れ
た
〕
顕
著
な
変

化
と
は
、
貴
族
の
墓
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
郡
都

と
そ
の
附
近
で
発
掘
さ
れ
た
大
中
小
に
わ
た
る
楚
の
貴
族
の
墓
は
、

例
外
な
く
白
起
抜
郡
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

江
陵
九
店
東
周
墓
地
で
発
掘
さ
れ
た
五
九
六
基
の
東
周
墓
の
う

ち
、
〈
戦
国
晩
期
〉
〔
に
造
営
さ
れ
た
〕
五
基
の
秦
の
洞
室
墓
以
外
は
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全
て
楚
墓
で
あ
り
、
墓
主
は
み
な
士
以
下
の
平
民
で
あ
る
。
九
店

墓
地
〔
乙
組
〕
は
、
墓
主
の
身
分
に
応
じ
て
甲
•
乙
・
丙
．
丁
の

四
種
類
に
分
別
さ
れ
る
が
、
最
上
階
級
の
甲
類
墓
で
も
墓
主
の
身

分
は
下
級
貴
族
の
上
士
に
過
ぎ
な
い
（
注
13)0

と
こ
ろ
が
、
〈
戦
国
晩
期
晩
段
〉
（
紀
元
前
二
七
八
年
以
降
）
に

は
、
こ
う
し
た
下
級
貴
族
の
墓
も
見
ら
れ
な
く
な
る
。
〔
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
〕
白
起
抜
郡
の
後
、
貴
族
達
が
ほ
ぼ
一
斉
に
新
都
（
陳
郡
）

一
帯
へ
流
亡
或
い
は
移
住
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
（
た
と

え
逃
亡
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
平
民
で
あ
る
か
ら
、
郡

都
で
楚
国
の
貴
族
の
墓
が
再
度
造
営
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
）
。

更
に
郭
店
一
号
楚
墓
の
場
合
、
そ
の
豊
富
な
副
葬
品
か
ら
は
、

墓
主
が
九
店
〔
乙
組
〕
甲
類
の
墓
主
よ
り
も
遥
か
に
高
い
身
分
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
〔
ま
た
、
副
葬
さ
れ
た
〕
漆
塗
り
の
耳
杯
に

は
、
楚
系
文
字
で
「
東
宮
之
師
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
墓
主
が
東

宮
の
師
（
太
子
の
師
）
で
あ
っ
た
と
の
説
に
よ
る
な
ら
、
そ
の
身

分
は
〔
や
は
り
〕
高
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
〔
他

の
〕
副
葬
品
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

郭
店
楚
墓
は
盗
掘
の
被
害
に
遇
っ
た
も
の
の
、
竹
簡
以
外
の
出

土
物
は
二
百
点
以
上
に
及
び
、
貴
重
な
も
の
も
相
当
多
い
（
た
と

え
ば
、
七
弦
琴
は
最
古
の
琴
類
で
あ
る
。
そ
の
他
、
国
家
一
級
文

物
に
指
定
さ
れ
た
も
の
も
数
種
あ
る
）
。
〔
墓
主
の
〕
身
分
を
示
す
陶

器
や
銅
礼
器
も
一
式
揃
っ
て
い
る
。
銅
礼
器
は
盗
掘
さ
れ
た
た
め
、

残
る
の
は
盤
や
匝
の
み
だ
が
、
あ
る
学
者
（
訳
者
注
ー
雀
仁
義
）
は

こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
盗
掘
さ
れ
た
た
め
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
郭
店
一
号
墓
に
銅
盤
・
銅
匝
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
銅

鼎
類
の
礼
器
も
実
際
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
郭
店
一
号
墓
内
の
青
銅
器
群
は
、
〔
劉
彬
徽
氏
の
〕

『
楚
系
青
銅
器
研
究
』
に
言
う
、
乙
類
中
の
完
全
な
一
揃
い
の
形

タ
イ

式
ー
鼎
•
敦
（
或
い
は
篤
）
．
壺
·
盤
・
匝
に
あ
た
る
と
判
断
で

き
る
」
（
雀
仁
義
『
荊
門
郭
店
楚
簡
〈
老
子
〉
研
究
』
、
科
学
出
版

社
、
一
九
九
八
年
、
一
五
頁
）
（
注
1
4
)
0

〔
こ
う
し
た
〕
銅
礼
器
の
組
み
合
わ
せ
の
み
か
ら
判
断
す
れ
ば
、

〔
郭
店
一
号
墓
は
〕
大
夫
階
級
の
墓
（
周
制
の
卿
・
大
夫
・
士
と
い

う
序
列
で
言
え
ば
中
等
の
貴
族
に
属
す
る
。
拙
著
『
楚
系
青
銅
器

研
究
』
、
湖
北
教
育
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
と
な
ろ
う
。
墓
葬
形

式
は
周
制
の
士
階
層
に
相
当
す
る
一
棒
一
棺
だ
が
、
大
夫
も
士
も

共
に
楚
の
貴
族
階
級
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

発
掘
報
告
の
指
摘
通
り
、
郭
店
一
号
墓
〔
だ
け
見
れ
ば
、
〕
楚
の

貴
族
等
が
造
営
し
た
墓
の
―
つ
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
附
近

か
ら
は
、
世
間
を
驚
か
せ
た
馬
王
堆
の
女
性
の
遺
体
よ
り
も
早
い
、

戦
国
楚
の
女
性
の
遺
体
が
出
土
し
て
い
る
（
注
15)°

郭
店
楚
墓
の
所

在
地
に
は
、
「
二
ニ
の
墓
地
が
一
塊
に
連
な
っ
て
、
巨
大
な
墓
葬
群

を
構
成
し
て
お
り
」
、
郡
都
か
ら
僅
か
数
キ
ロ
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位

置
し
て
い
る
（
『
文
物
』
九
九
七
年
第
七
期
発
掘
報
告
を
参
照
。
）
。
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更
に
、
郭
店
一
号
墓
か
ら
は
百
数
十
点
の
兵
器
が
一
揃
い
出
土

し
て
お
り
、
ま
た
〔
墓
主
の
〕
身
分
の
高
さ
を
示
す
兵
器
型
の
鳩
杖

も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
白
起
抜
郡
後
の
楚
墓
に
お
い

て
兵
器
と
言
え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
。

兵
器
の
有
無
や
数
量
も
〔
そ
の
墓
の
造
営
時
期
を
判
断
し
う
る
〕
顕

著
な
材
料
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
よ
う
な
墓
葬
形
式
を
と
る
郭
店

一
号
墓
は
、
白
起
抜
郡
以
前
の
造
営
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
白
起
抜

郡
に
よ
っ
て
郡
都
及
び
そ
の
附
近
が
壊
滅
し
た
後
、
楚
の
貴
族
達

が
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
貴
重
品
を
悠
々
と
副
葬
し
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。偉
大
な
る
愛
国
詩
人
屈
原
は
、
「
哀
郡
」
詩
の
中
で
こ
う
言
っ
て

い
る
。
「
皇
天
の
命
を
純
に
せ
ざ
る
、
何
ぞ
百
姓
の
震
懲
せ
る
。
民

離
散
し
て
相
失
い
、
仲
春
に
方
り
て
東
に
遷
る
。
故
郷
を
去
り
て

遠
き
に
就
き
、
江
夏
に
遵
い
て
以
て
流
亡
す
…
…
郡
都
を
発
し
て

間
を
去
る
…
…
」
（
注
16)°

こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
白
起
抜
郡
の
も
た

ら
し
た
変
化
が
詩
中
の
情
感
に
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
郭
店
楚
墓
及
び
竹
簡
の
時
期
に
つ
い
て
、
白

起
抜
郡
以
後
の
重
大
な
変
化
も
考
慮
す
れ
ば
、
紀
元
前
二
七
八
年

以
後
も
楚
墓
が
造
営
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
郭
店
一

号
墓
の
よ
う
な
楚
の
貴
族
の
墓
が
、
「
こ
の
時
期
に
下
葬
さ
れ
た
可

能
性
は
極
め
て
高
い
」
（
二
六
頁
）
と
断
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
と

な
ろ
う
。

包
山
楚
墓
の
〔
造
営
〕
時
期
か
ら
郭
店
楚
墓
竹
簡
の
〔
筆

写
〕
時
期
を
考
え
る

郭
店
号
墓
と
紀
元
前
二
七
八
年
前
後
の
楚
墓
と
の
特
徴
を
総

合
的
に
比
較
す
れ
ば
、
郭
店
楚
墓
は
白
起
抜
郡
以
前
の
「
お
よ
そ

紀
元
前
三

0
0
年
」
（
雀
仁
義
『
荊
門
郭
店
楚
簡
〈
老
子
〉
研
究
』
、

第
二
九
頁
）
に
造
営
さ
れ
た
と
し
か
判
断
で
き
な
い
。

王
論
文
は
、
第
四
節
（
「
四
、
従
包
山
楚
墓
年
代
推
断
郭
店
楚
墓

竹
簡
的
年
代
」
）
の
中
で
、
包
山
二
号
楚
墓
の
下
葬
年
代
を
紀
元
前

ニ
八
四
年
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
包
山
二
号
楚
墓
の

〔
造
営
〕
時
期
を
こ
の
よ
う
に
判
断
す
る
と
、
〔
造
営
〕
時
期
が
そ

れ
よ
り
や
や
遅
れ
る
郭
店
一
号
墓
は
、
紀
元
前
二
八
四
年
以
後
の

造
営
と
推
測
で
き
る
。
こ
れ
は
、
郭
店
一
号
墓
が
白
起
抜
郡
（
紀

元
前
二
七
八
年
）
後
に
造
営
さ
れ
た
と
す
る
前
節
の
結
論
を
支
え

る
有
力
な
傍
証
と
な
ろ
う
」
（
二
八
頁
）
。
だ
が
、
こ
の
包
山
楚
墓

の
〔
造
営
〕
時
期
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

包
山
二
号
楚
墓
と
郭
店
一
号
楚
墓
と
の
距
離
は
、
お
よ
そ
八
キ

ロ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
発
掘
さ
れ
た
楚
の
貴
族
の
墓
の
う
ち
、
包

山
二
号
楚
墓
は
盗
掘
の
被
害
に
遭
っ
て
い
な
い
。
墓
主
は
令
手
（
宰

相
或
い
は
丞
相
に
相
当
）
に
次
ぐ
左
手
で
、
楚
の
昭
王
の
後
裔
で
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も
あ
っ
た
昭
詑
で
あ
る
。
お
よ
そ
二
千
点
の
出
土
物
や
一
万
二
千

字
以
上
〔
が
記
さ
れ
た
〕
竹
簡
は
、
郭
店
一
号
墓
発
掘
以
前
の
出
土

物
の
中
で
は
文
字
数
が
最
多
で
、
最
も
整
っ
た
資
料
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
年
代
の
近
い
七
点
の
紀
年
資
料
が
あ
り
、
楚
国
の
大
事
紀

年
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

筆
者
は
こ
れ
ら
の
紀
年
資
料
と
楚
の
暦
法
と
か
ら
、
七
点
の
紀

年
資
料
の
具
体
的
な
年
代
は
紀
元
前
三
二
二
か
ら
三
一
六
年
で
あ

り
、
う
ち
最
後
の
紀
元
前
三
一
六
年
が
包
山
二
号
墓
の
下
葬
年
代

で
あ
る
と
判
断
し
た
（
拙
稿
「
従
包
山
楚
簡
紀
時
材
料
論
及
楚
国

紀
年
与
楚
暦
」
、
『
包
山
楚
墓
上
』
、
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一

年
）
。
包
山
楚
墓
の
発
掘
報
告
も
同
様
の
判
断
を
し
て
い
る
。
王
紅

星
氏
に
よ
る
論
証
（
『
包
山
楚
墓
上
』
〔
所
収
の
「
包
山
簡
阻
所
反

映
的
楚
国
暦
法
問
題
ー
兼
論
楚
暦
沿
革
」
〕
を
参
照
）
の
後
は
、
陳
偉

『
包
山
楚
簡
初
探
』
（
武
漢
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
が
歴
史

学
的
角
度
か
ら
論
証
を
進
め
て
い
る
が
、
ど
の
説
も
筆
者
と
同
様

の
結
論
を
出
し
て
い
る
。
〔
こ
の
よ
う
に
、
筆
者
と
〕
見
解
が
一
致
す

る
論
者
は
少
な
く
な
い
。

で
は
、
紀
元
前
二
八
四
年
を
包
山
楚
墓
の
下
葬
年
代
と
す
る
王

論
文
の
見
解
は
何
に
依
拠
し
た
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
、
包
山
楚

簡
中
の
下
葬
年
代
に
関
す
る
紀
年
資
料
に
対
し
、
王
氏
自
身
が
新

た
に
提
出
し
た
解
釈
で
あ
る
。
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
以
下
〔
大

事
紀
年
の
〕
冒
頭
を
引
用
す
る
。

大
司
馬
悪
髄
遅
楚
邦
之
師
徒
以
救
郁
之
歳
、
…
…
〔
第
二
四
九
号
簡
〕

王
論
文
の
新
解
釈
に
よ
る
と
、
こ
の
記
述
は
紀
元
前
二
八
四
年

に
起
こ
っ
た
五
国
に
よ
る
斉
へ
の
攻
撃
を
指
す
（
注
17)°

〔
王
氏
は
〕

「
〔
斉
〕
滑
王
出
亡
・
…
・
・
遂
走
菩
。
楚
使
津
歯
将
兵
救
斉
」
（
『
史
記
』

田
敬
仲
完
世
家
）
を
引
き
、
「
〔
『
史
記
』
の
〕
「
津
歯
救
宮
」
と
包
山

楚
簡
の
「
津
滑
救
郁
」
と
は
同
一
の
事
件
を
指
す
と
推
測
」
す
る
。

こ
の
推
測
が
成
立
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
問
題
と
な
る
の
は

次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
津
滑
と
津
歯
と
は
同
一
人
物
な
の

か
。
第
二
に
、
「
救
郁
」
と
は
「
救
宮
」
の
こ
と
な
の
か
。

ま
ず
第
一
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
〔
王
論
文
が
〕
「
津
滑
」
〔
と
釈

読
す
る
文
字
〕
は
、
包
山
楚
簡
で
「
懇
髄
」
と
筆
写
さ
れ
て
い
る
。

「
津
」
は
「
卓
」
「
悼
」
と
も
書
か
れ
、
「
滑
」
は
包
山
楚
簡
の
中

で
「
情
」
「
朕
」
と
書
か
れ
る
。
〔
と
こ
ろ
が
、
〕
「
髄
」
は
『
包
山
楚

墓
』
と
『
包
山
楚
簡
』
の
釈
文
で
「
肪
」
と
誤
写
さ
れ
て
い
る
。

王
論
文
は
こ
の
誤
写
に
従
い
〔
次
の
よ
う
に
〕
論
じ
る
。
「
「
防
」
は

「
骨
」
に
従
い
、
「
志
」
の
音
。
〔
「
志
」
は
〕
「
歯
」
と
同
韻
で
、
音

が
近
い
。
斉
人
が
「
肪
」
の
音
を
聞
い
て
「
歯
」
と
記
述
す
る
こ

と
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
「
津
歯
」
の
名
は
、
…
…
『
戦
国
策
』

(25) 



楚
策
で
は
な
く
斉
策
に
多
く
見
え
る
。
よ
っ
て
、
〔
包
山
楚
簡
の
〕
「
津

歯
」
と
は
、
斉
国
の
文
献
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
…
…
」

〔
こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
が
〕
誤
写
で
あ
る
「
髄
」
を
、
音
通
か

ら
「
歯
」
と
解
す
る
王
論
文
の
説
は
誤
り
で
あ
る
。
正
し
く
は
、

〔
「
肪
」
で
は
な
く
〕
「
髄
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
滑
」
「
惜
」
「
骰
」

等
と
同
様
「
骨
」
を
音
と
す
る
「
滑
」
の
異
体
字
で
あ
る
（
何
琳

儀
「
包
山
楚
簡
選
釈
」
、
『
江
漢
考
古
』
一
九
九
三
年
第
四
期
。
陳

偉
『
包
山
楚
簡
初
探
』
に
附
さ
れ
た
釈
文
は
、
既
に
校
正
を
行
っ

て
い
る
）
。
〔
ま
た
〕
「
髄
」
が
「
出
」
と
い
う
形
を
含
む
の
は
、
戦

国
古
文
字
に
お
い
て
常
に
見
ら
れ
る
声
符
の
追
加
現
象
で
あ
る
。

「
津
滑
」
と
「
津
歯
」
と
が
別
人
で
あ
る
こ
と
は
、
古
典
籍
を

見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
津
滑
は
楚
の
懐
王
の
時
の
人
で
あ
る
。

主
な
事
跡
の
「
存
燕
」
「
亡
越
」
は
、
『
戦
国
策
』
楚
策
一
・
楚
策

四
•
趙
策
三
と
『
史
記
』
廿
茂
列
伝
等
に
見
え
る
（
注
1
8
)。
津
歯
は

楚
の
頃
襄
王
の
時
の
人
で
あ
る
。
活
動
時
期
は
津
滑
よ
り
も
遅
く
、

事
跡
は
『
戦
国
策
』
楚
策
四
・
斉
策
六
•
秦
策
三
や
『
史
記
』
田

敬
仲
完
世
家
・
苑
唯
察
沢
列
伝
•
田
単
列
伝
等
に
見
え
る
（
注
1
9
)
0

こ
れ
ら
の
史
書
を
見
て
も
、
両
者
の
名
前
が
混
用
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

〔
ま
た
、
〕
王
論
文
が
〔
『
戦
国
策
』
〕
楚
策
に
津
歯
の
名
が
見
え
な

い
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
（
楚
策
四
に
見
え
る
）
。
し
た
が
っ
て
、

王
論
文
の
よ
う
に
包
山
楚
簡
の
「
恕
髄
」
（
津
滑
）
を
「
津
歯
」
（
ニ

八
頁
）
と
言
え
る
は
ず
が
な
い
。
津
滑
と
津
歯
は
共
に
楚
国
の
歴

史
上
重
要
な
人
物
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
、
同
一
人
物
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

続
い
て
、
第
二
の
問
題
点
の
「
救
郁
」
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

「
救
郁
」
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
、
陳
偉
氏
が
こ
れ
を
「
救
燕
」

と
し
（
陳
偉
『
包
山
楚
簡
初
探
』
）
、
王
論
文
が
「
救
宮
」
と
す
る

こ
と
は
共
に
検
討
を
要
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
救
宮
」
の
問
題
に

つ
い
て
の
み
検
討
す
る
。

王
論
文
は
、
「
戦
国
斉
の
国
語
に
お
い
て
、
「
i

呂
」
は
「
呂
」
と

同
音
で
あ
り
、
自
ず
と
「
甫
」
「
郁
」
の
二
字
と
も
通
用
し
て
い
た
」

（
二
八
頁
）
と
述
べ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か

に
、
「
宮
」
と
「
呂
」
、
「
呂
」
と
「
郁
」
（
甫
）
は
共
に
通
用
す
る
。

し
か
し
、
「
宮
」
と
「
甫
」
と
が
通
用
す
る
か
は
大
き
な
問
題
で
あ

る
。
こ
の
二
字
は
韻
部
こ
そ
同
じ
だ
が
、
声
母
は
異
な
っ
て
い
る

（
そ
れ
ぞ
れ
見
母
、
邦
巾
母
）
。
古
文
字
の
通
仮
は
韻
部
の
み
な
ら
ず
、

声
母
も
同
様
も
し
く
は
近
接
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

〔
と
こ
ろ
が
〕
「
甫
」
と
「
宮
」
と
の
声
母
は
〔
同
じ
で
な
い
の
は
も

ち
ろ
ん
、
〕
近
く
も
な
け
れ
ば
通
じ
も
し
な
い
。

古
字
を
扱
う
際
は
、
通
仮
を
妄
り
に
用
い
る
こ
と
は
避
け
る
べ

き
で
あ
る
以
上
、
「
甫
」
「
宮
」
の
二
字
が
通
仮
し
な
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
古
字
の
通
用
で
は
、
二
字
の
音
が
同
じ
か
近
い

か
だ
け
で
は
な
く
、
更
に
両
者
の
通
用
を
証
明
す
る
事
例
を
挙
げ
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て
初
め
て
〔
可
能
と
〕
言
え
る
の
で
あ
る
。

王
論
文
が
提
示
し
た
「
旅
」
〔
ひ
い
て
は
「
宮
」
〕
と
「
呂
」
、
及

び
「
呂
」
と
「
甫
」
は
共
に
音
通
し
、
〔
ま
た
〕
古
典
籍
に
見
え
る

事
例
で
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「
宮
」
と
「
甫
」
の

二
字
は
、
〔
音
通
上
の
問
題
が
あ
り
、
ま
た
〕
証
拠
と
な
る
事
例
も
な

い
た
め
通
仮
と
は
見
な
し
難
い
。

著
名
な
学
者
で
あ
る
高
亨
氏
が
、
四
十
年
ほ
ど
の
歳
月
を
か
け

て
収
集
・
編
纂
し
た
『
古
字
通
仮
会
典
』
（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
九

年
）
は
、
我
が
国
に
お
け
る
、
古
代
文
字
の
通
用
に
関
す
る
例
証

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
該
書
に
お
い
て
「
宮
」
と
「
呂
」
、
「
呂
」

と
「
甫
」
の
通
用
例
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
「
宮
」
と
「
甫
」

が
通
用
す
る
事
例
は
一
例
も
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
「
宮
」
と
「
甫
」

と
の
間
に
は
、
通
用
を
証
明
す
る
古
音
の
音
通
も
な
け
れ
ば
、
古

典
籍
の
事
例
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
宮
」
「
甫
」

の
二
字
が
「
自
ず
と
通
用
す
る
」
と
し
た
王
論
文
の
説
は
成
立
し

な
い
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
大
事
紀
年
に
お
け
る
「
救
郁
」
の
「
郁
」
が
、
地

名
で
は
な
く
国
名
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
（
宮
は
斉

国
の
地
名
で
あ
る
か
ら
、
〔
「
郁
」
は
〕
宮
で
な
い
こ
と
も
証
明
で

き
る
）
。「
郁
」
を
国
名
と
す
る
第
一
の
根
拠
は
、
包
山
楚
簡
第
一
四
五

号
簡
に
見
え
る
。
そ
こ
に
は
、
郁
客
と
秦
客
・
郎
（
魏
）
客
・
越

客
が
並
記
さ
れ
て
い
る
。
客
と
は
国
の
使
者
を
指
す
の
だ
か
ら
、

郁
と
秦
•
魏
・
越
が
共
に
国
名
で
あ
る
と
わ
か
る
。

第
二
の
根
拠
は
、
江
陵
望
山
一
号
楚
墓
と
天
星
観
一
号
楚
墓
の

竹
簡
に
あ
る
。
こ
こ
に
も
郁
国
の
使
者
が
楚
に
や
っ
て
き
た
と
い

う
大
事
紀
年
資
料
が
あ
り
、
郁
が
国
名
で
あ
る
こ
と
の
裏
付
け
と

な
っ
て
い
る
。
〔
ま
た
〕
朱
徳
熙
•
裟
錫
圭
•
李
家
浩
共
編
「
望
山

一
、
二
号
墓
竹
簡
釈
文
与
考
釈
」
に
も
、
「
郁
は
国
名
で
あ
る
。
即

ち
「
維
れ
岳
神
を
降
し
、
甫
及
び
申
を
生
む
」
（
『
詩
経
』
大
雅

嵌
高
）
の
「
甫
」
の
こ
と
」
（
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
『
江
陵
望

山
沙
家
楚
墓
』
、
文
物
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
二
五
一

S
二
五
二

頁
）
と
あ
る
（
注
2
0
)
0

李
学
勤
氏
は
、
「
呂
国
は
甫
国
と
も
呼
ば
れ
る
。
楚
に
滅
ぼ
さ
れ

た
時
期
に
つ
い
て
は
、
古
典
籍
に
も
明
確
な
記
載
が
な
い
。
…
…

呂
国
の
存
続
期
間
は
、
申
国
よ
り
や
や
長
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
」
と
述
べ
る
（
李
学
勤
『
東
周
与
秦
代
文
明
』
、
文
物
出
版
社
、

一
九
八
四
年
、
一
三
七
頁
）
。

こ
の
よ
う
に
、
郁
（
甫
）
を
呂
国
と
考
え
る
上
記
四
氏
の
説
は
、

古
文
字
学
的
根
拠
と
古
典
籍
に
よ
る
根
拠
が
共
に
揃
っ
た
も
の
で

あ
り
、
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
河
南
の
南
陽
地
帯
に
位
置
す
る
呂
国
が
楚
に
亡
ぼ

さ
れ
た
の
は
〈
春
秋
早
期
〉
の
頃
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

新
た
な
考
古
学
的
発
見
に
よ
り
、
呂
国
滅
亡
の
時
期
を
〈
春
秋
中
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期
〉
ま
で
遅
ら
せ
る
研
究
者
も
現
れ
て
い
る
（
何
浩
『
楚
滅
国
研

究
』
、
武
漢
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
二
三
五
頁
）
。
〔
た
だ
し
、
〕
筆

者
は
前
掲
の
江
陵
望
山
・
天
星
観
楚
墓
・
包
山
楚
墓
全
て
の
竹
簡

に
郁
客
に
つ
い
て
の
記
載
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
〔
呂
国
滅
亡
の
〕

時
期
は
更
に
遅
ら
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

〔
先
述
の
通
り
、
〕
我
々
は
「
救
郁
」
と
い
う
大
事
紀
年
を
紀
元

前
三
一
六
年
の
も
の
と
考
え
て
い
る
。
〔
つ
ま
り
、
〕
こ
の
時
点
で
郁

国
は
ま
だ
存
続
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
前
に
郁
国
が
滅

亡
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
郁
国
の
所
在

地
は
、
も
う
南
陽
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
楚
国
は
往
々
に

し
て
一
部
の
属
国
を
遷
都
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
許
国
な
ど
は

六
度
に
わ
た
る
遷
都
を
強
い
ら
れ
て
い
る
（
注
21)o

郁
国
は
、
な
お

〔
国
と
し
て
〕
存
続
し
て
い
た
に
せ
よ
、
既
に
楚
の
意
の
ま
ま
に
操

ら
れ
る
属
国
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

『
説
文
解
字
』
に
は
「
郁
、
汝
南
上
察
亭
」
と
あ
る
。
上
察
は

も
と
察
国
の
都
城
で
あ
る
。
楚
の
恵
王
の
時
に
滅
ぼ
さ
れ
て
後
、

察
は
楚
の
附
庸
と
な
っ
た
。
上
察
よ
り
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
固

始
県
で
郁
王
の
剣
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
（
『
中
原
文
物
』
一

九
八
一
年
第
四
期
）
、
楚
が
郁
国
を
こ
の
地
に
移
し
た
可
能
性
は
あ

る。
上
察
は
魏
•
韓
に
近
接
し
た
地
で
あ
り
、
〔
ま
た
〕
紀
元
前
三
一

六
年
以
前
に
は
、
楚
が
魏
の
城
邑
を
奪
取
す
る
事
件
が
起
き
て
い

号
楚
墓
の
下
葬
年
代
を
紀
元
前
三
一
六
年
と
し
た
根
拠

る
（
注
22)°

〔
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
城
邑
を
奪
わ
れ
た
報
復

の
た
め
、
〕
紀
元
前
三
一
六
年
に
郁
国
の
上
察
を
攻
め
よ
う
と
し
た

魏
に
対
し
て
楚
が
軍
隊
を
派
遣
し
、
そ
れ
が
包
山
楚
簡
の
紀
年
と

し
て
残
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
〔
こ
れ
は
、
〕
「
救
郁
」
を
「
救

宮
」
と
す
る
王
氏
の
説
を
否
定
し
た
上
で
提
示
す
る
、
郁
国
に
つ

い
て
の
一
見
解
で
あ
る
。
更
な
る
研
究
の
参
考
と
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
の
結
果
、
包
山
楚
簡
「
悪
髄
救
郁
」
の
時
期
を
推

定
す
る
上
で
王
論
文
が
提
出
し
た
二
点
の
論
拠
、
す
な
わ
ち
、
「
懇

髄
（
津
滑
）
」
と
「
津
歯
」
と
は
同
一
人
物
で
あ
り
、
「
救
郁
」
は

「
救
宮
」
を
指
す
、
と
の
論
拠
は
成
立
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
〔
し
た
が
っ
て
、
〕
こ
れ
ら
の
論
拠
に
基
づ
く
、
〔
「
恕
髄
救

郁
」
が
五
国
に
よ
る
斉
へ
の
攻
撃
を
指
す
と
い
う
〕
王
論
文
の
新
説
も

成
立
し
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〔
つ
ま
り
、
〕
包
山
楚
簡
に
記

さ
れ
た
「
津
滑
救
郁
」
は
、
「
津
歯
救
宮
」
と
同
一
の
事
件
で
あ

る
と
推
測
」
し
、
〔
そ
こ
か
ら
〕
「
救
郁
の
年
を
紀
元
前
二
八
四
年
」

と
し
た
一
連
の
新
説
は
成
立
し
な
い
。
〔
と
な
れ
ば
、
〕
こ
れ
ら
の
説

は
、
「
郭
店
一
号
墓
の
〔
造
営
〕
時
期
を
推
定
す
る
た
め
の
根
拠
」

（
二
六
頁
）
と
し
て
、
何
の
実
証
性
も
持
た
な
い
も
の
と
な
る
の

で
あ
る
。

包
山
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郭
店
楚
簡
の
研
究
は
、
大
陸
の
み
な
ら
ず
台
湾
や
香
港
、
及
び

海
外
で
非
常
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
国
際
学
術
会
議
が

度
々
開
催
さ
れ
る
中
、
研
究
論
著
も
次
々
発
表
さ
れ
て
お
り
、
中

国
古
代
哲
学
史
・
文
化
史
・
学
術
史
等
多
方
面
に
わ
た
る
研
究
が

大
い
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
郭
店
楚
簡
の
文
字
の
解
読
・

釈
文
•
内
容
・
年
代
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
も
な
お
諸
説
紛

四

余

論

は
、
竹
簡
の
紀
年
資
料
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
楚
墓
の
年
代
測
定
研

究
に
お
い
て
も
、
そ
の
相
対
年
代
は
〈
戦
国
中
期
偏
晩
〉
と
判
断

さ
れ
る
た
め
、
〔
包
山
楚
墓
の
〕
下
葬
年
代
を
〈
戦
国
晩
期
〉
に
あ

た
る
紀
元
前
二
八
四
年
以
降
と
考
え
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
。

郭
店
一
号
墓
〔
の
造
営
時
期
〕
は
、
包
山
二
号
墓
よ
り
や
や
遅
れ

る
も
の
の
、
そ
の
下
限
が
紀
元
前
二
七
八
年
の
白
起
抜
郡
よ
り
遅

れ
る
こ
と
は
な
い
。
〔
そ
し
て
、
〕
墓
内
の
楚
簡
が
筆
写
さ
れ
た
の
は
、

下
葬
時
期
（
紀
元
前
三

0
0年
前
後
）
以
前
の
は
ず
で
あ
り
、
こ

れ
は
王
論
文
が
『
荘
子
』
肱
筐
篇
の
成
立
〔
時
期
〕
と
し
た
襄
王

五
年
（
紀
元
前
二
七
九
年
）
か
ら
襄
王
末
年
よ
り
も
早
い
時
期
に

あ
た
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
郭
店
楚
簡
の
抄
写
す
る
対
象
が
『
荘
子
』

肱
徳
篇
で
は
な
く
、
『
荘
子
』
肱
徳
篇
〔
成
立
〕
以
前
の
文
献
で
あ

っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

々
の
状
態
で
あ
る
。
〔
し
か
し
、
〕
学
術
的
な
創
見
と
い
う
も
の
は
「
百

家
争
鳴
」
を
経
て
初
め
て
得
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
学
術
研

究
に
お
け
る
正
常
な
現
象
で
あ
ろ
う
。

郭
店
楚
墓
及
び
竹
簡
の
年
代
は
、
研
究
の
基
礎
作
業
に
お
い
て

争
点
と
な
る
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
重
要
な
問
題
に
焦
点
を
当

て
た
王
論
文
の
研
究
は
、
郭
店
楚
簡
を
研
究
す
る
上
で
有
益
で
あ

る
し
、
〔
中
に
は
〕
是
認
す
る
に
足
る
見
解
も
見
え
る
。
し
か
し
、

年
代
と
い
う
肝
心
な
問
題
に
つ
い
て
の
見
解
に
は
検
討
の
余
地
が

あ
る
。
筆
者
の
見
解
も
単
な
る
一
家
言
で
あ
る
か
ら
、
〔
こ
れ
に
対

す
る
〕
議
論
も
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
筆
者
の
論
拠
は
十

分
な
も
の
と
自
負
し
て
い
る
し
、
古
文
字
学
と
考
古
学
方
面
に
お

け
る
的
確
な
論
拠
も
揃
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
類
の
問
題
を
検
討
す
る
際
は
、
古
文
字
学
や
考
古
学

方
面
に
お
け
る
成
果
、
と
り
わ
け
最
新
の
成
果
を
十
分
に
鑑
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
分
野
に
渉
る
、
或
い
は
分
野
を
越
え
た

総
合
的
な
研
究
が
行
わ
れ
て
こ
そ
、
揺
る
ぎ
な
い
新
説
を
打
ち
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
〔
本
論
と
は
無
関
係
な
〕
余
計
な
発
言
で
も
干
渉
で
も
な

い
。
何
の
根
拠
も
な
い
私
自
身
の
感
想
で
あ
る
が
、
〔
以
下
〕
更
に

事
例
を
挙
げ
て
述
べ
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
前
、
非
常
に
目
新
し
い
一
篇
の
文
章
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ

る
。
郭
店
一
号
楚
墓
の
墓
主
は
「
屈
原
以
外
の
何
者
で
も
な
く
」
、
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「
出
土
し
た
竹
書
は
、
屈
原
が
使
者
と
し
て
斉
国
へ
出
向
く
際
に

携
帯
し
た
、
稜
下
の
思
孟
学
派
の
テ
キ
ス
ト
」
で
あ
っ
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
（
高
正
「
論
屈
原
与
郭
店
楚
墓
竹
書
的
関
係
」
、
『
光

明
日
報
』
一
九
九
九
年
七
月
二
日
、
七
版
）
。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
も
な
く
、
果
た
し
て

証
明
が
可
能
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
〔
た
だ
〕
全
文
を
通
読
す

る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
説
は
推
測
の
域
を
出
て
い
な
か
っ
た
。
た
と

え
ば
、
「
発
掘
報
告
に
よ
る
と
、
墓
主
の
遺
骨
は
両
足
を
伸
ば
し
た

仰
向
け
の
状
態
で
、
両
手
は
腹
部
の
上
で
交
差
し
て
お
り
、
両
足

は
開
い
て
い
る
。
〔
こ
う
し
た
姿
勢
は
〕
墓
主
が
石
を
抱
え
て
水
に
身

を
投
げ
て
息
絶
え
た
後
の
よ
う
で
あ
る
。
死
体
が
引
き
上
げ
ら
れ

て
も
、
死
後
硬
直
の
た
め
姿
勢
が
戻
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
な

ど。
屈
原
と
関
係
す
る
の
は
、
石
を
抱
え
て
水
に
身
を
投
げ
て
溺
死

し
た
こ
と
〔
だ
け
〕
で
、
そ
こ
か
ら
「
根
像
」
と
い
う
推
測
が
生

ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
考
古
学
的
資
料
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
楚
墓
内
に
あ
る
死
者
の
遺
骨
で
保
存
状
態
の
良

い
も
の
は
、
お
お
む
ね
こ
の
種
の
埋
葬
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
論

者
の
推
測
に
従
え
ば
、
全
て
が
屈
原
の
遺
骨
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

れ
た
〔
こ
う
し
た
臆
測
は
、
〕
「
墓
中
に
あ
っ
た
漆
の
耳
杯
の
底
に
刻
ま

「
東
宮
之
杯
」
（
引
者
注
ー
「
杯
」
の
字
は
「
師
」
に
正
す
べ

訳
者
注

き
で
あ
る
と
既
に
一
部
の
学
者
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
残
念
な
こ

と
に
高
氏
は
見
て
い
な
い
）
の
四
文
字
が
屈
原
自
筆
の
も
の
と
い

う
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
」
や
、
「
副
葬
さ
れ
た
竹
書
は
、
屈
原

の
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
人
物
で
こ
そ
所
有
し
え
た
も
の
で
あ
る
」

な
ど
、
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。

「
根
像
」
や
「
可
能
」
〔
と
い
う
類
の
表
現
〕
を
用
い
て
推
測
さ

れ
た
見
解
は
確
か
に
目
新
し
い
が
、
〔
一
方
で
は
〕
信
頼
し
難
く
も

あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
こ
れ
以
上
の
詳
細
は
述
べ
な
い
が
、
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
も
容
易
に
分
か
る
と
お
り
、
当
面
の
学
術
研
究
に

お
い
て
は
、
正
確
な
理
論
と
方
法
に
よ
る
、
事
実
に
即
し
た
新
た

な
見
解
の
提
示
こ
そ
が
前
提
条
件
と
な
ろ
う
。

郭
店
楚
簡
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
問
題
の
研
究
は
、
発
展
の
最

中
に
あ
る
。
解
決
の
困
難
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
道
筋
に

従
っ
て
ゆ
き
さ
え
す
れ
ば
、
必
ず
や
解
決
の
光
が
見
え
、
前
途
が

開
け
る
は
ず
で
あ
る
。

(
1
)

郡
人
有
言
日
、
何
知
仁
義
、
已
贋
其
利
者
為
有
徳
。
故
伯
夷
醜
周
、

餓
死
首
陽
山
、
而
文
武
不
以
其
故
貶
王
。
距
躊
暴
戻
、
其
徒
誦
義
無

窮
。
由
此
観
之
、
窟
鉤
者
誅
、
籟
国
者
侯
、
侯
之
門
仁
義
存
‘
非
虚

言
也
。
（
『
史
記
』
薪
侠
列
伝
）
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(
2
)
こ
こ
で
は
、
王
論
文
に
お
け
る
次
の
点
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
『
語

叢
四
』
が
『
荘
子
』
肱
館
篇
を
抄
写
し
た
と
考
え
る
王
氏
は
、
『
荘
子
』

盗
妬
篇
に
『
語
叢
四
』
と
ほ
ぼ
同
様
の
句
（
「
小
盗
者
拘
、
大
盗
者
為

諸
侯
、
諸
侯
之
門
、
義
士
存
焉
」
）
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
肱
箇
篇
の

「
仁
義
存
焉
」
も
盗
妬
篇
や
『
語
叢
四
』
に
従
い
「
義
士
存
焉
」
に

訂
正
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
王
論
文
を
参
照
。

(
3
)
こ
こ
で
は
、
王
氏
別
稿
（
「
試
論
郭
店
楚
簡
的
抄
写
時
間
与
荘
子
的

撰
写
時
代
ー
兼
論
郭
店
与
包
山
楚
墓
的
時
代
問
題
」
、
『
哲
学
研
究
』

一
九
九
九
年
第
四
期
）
に
お
け
る
論
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
取
り

上
げ
ら
れ
る
の
は
、
『
荘
子
』
『
老
子
』
の
以
下
の
文
。

聖
人
不
死
、
大
盗
不
止
。
雖
重
聖
人
而
治
天
下
、
則
是
重
利
盗
距
也
。

為
之
斗
鮒
以
量
之
、
則
並
与
斗
鮒
而
窃
之
。
為
之
権
衡
以
称
之
、
則

並
与
権
衡
而
窃
之
。
為
之
符
璽
以
信
之
、
則
並
与
符
匪
而
窃
之
。
為

之
仁
義
以
矯
之
、
則
並
与
仁
義
而
窃
之
。
何
以
知
其
然
邪
。
彼
窃
鉤

者
誅
、
窃
国
者
為
諸
侯
、
諸
侯
之
門
、
而
仁
義
存
焉
、
則
是
非
窃
仁

義
聖
知
邪
。
故
逐
於
大
盗
、
掲
諸
侯
、
窃
仁
義
並
斗
俯
権
衡
符
璽
之

利
者
、
雖
有
軒
覧
之
賞
弗
能
勧
、
斧
絨
之
威
弗
能
禁
。
此
重
利
盗
距

而
使
不
可
禁
者
、
是
乃
聖
人
之
過
也
。
故
日
、
魚
不
可
脱
於
淵
、
国

之
利
器
不
可
以
示
人
。
彼
聖
人
者
、
天
下
之
利
器
也
、
非
所
以
明
天

下
也
。
故
絶
聖
棄
知
、
大
盗
乃
止
。
撻
玉
毀
珠
、
小
盗
不
起
。
焚
符

破
璽
、
而
民
朴
郡
。
措
斗
折
衡
、
而
民
不
争
。
那
残
天
下
之
聖
法
、

而
民
始
可
与
論
謡
。
擢
乱
六
律
、
錘
絶
竿
悲
、
塞
普
揺
之
耳
、
而
天

下
始
人
含
其
聡
突
。
滅
文
章
、
散
五
采
、
膠
離
朱
之
目
、
而
天
下
始

人
含
其
明
突
。
毀
絶
鉤
縄
而
棄
規
矩
、
擢
工
唾
之
指
、
而
天
下
始
人

有
其
巧
突
。
故
日
大
巧
若
拙
。
削
曾
、
史
之
行
、
鉗
楊
、
墨
之
口
、

攘
棄
仁
義
‘
而
天
下
之
徳
始
玄
同
突
。
（
肱
徳
篇
）

絶
聖
棄
智
、
民
利
百
倍
。
絶
仁
棄
義
、
民
復
孝
慈
。
絶
巧
棄
利
、
盗

賊
無
有
。
（
王
弼
本
第
十
九
章
）

王
氏
は
、
郭
店
『
老
子
』
に
「
絶
聖
棄
知
」
「
攘
棄
仁
義
」
と
〔
同

意
〕
の
句
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
「
可
見
戦
国
中
期
流
行
的
『
老
子
』

伝
本
井
無
〈
絶
仁
棄
義
〉
〈
攘
棄
仁
義
〉
的
字
様
」
と
す
る
一
方
、
共

に
「
絶
聖
棄
知
」
の
句
を
含
む
『
荘
子
』
と
現
行
本
『
老
子
』
と
を

比
較
し
、
文
体
構
造
が
よ
り
素
朴
と
判
断
し
た
『
荘
子
』
を
「
絶
聖

棄
知
」
の
初
出
と
考
え
る
。
従
っ
て
王
氏
に
よ
れ
ば
、
「
絶
聖
棄
知
」

と
同
一
文
上
に
あ
る
「
彼
窃
鈎
者
誅
…
」
の
初
出
も
『
荘
子
』
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
『
語
叢
四
』
が
『
荘
子
』
肱
徳
篇
を
抄
録
し
た
根
拠

と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
部
の
文
体
横
造
の
み
か
ら
『
荘
子
』
『
老
子
』
の

先
後
関
係
を
判
断
す
る
王
氏
の
説
に
対
し
て
、
劉
氏
は
疑
義
を
示
し
、

以
下
で
検
証
を
進
め
て
ゆ
く
。

(
4
)

「
十
二
世
有
斉
国
」
は
『
荘
子
』
肱
箇
篇
に
見
え
る
。

故
営
試
論
之
、
世
俗
之
所
謂
知
者
、
有
不
為
大
盗
積
者
乎
。
所
謂
聖

者
、
有
不
為
大
盗
守
者
乎
。
何
以
知
其
然
邪
。
昔
者
斉
国
隣
邑
相
望
、

鶏
狗
之
音
相
聞
、
岡
筈
之
所
布
、
未
孵
之
所
刺
、
方
二
千
余
里
。
閾
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四
音
士
之
内
、
所
以
立
宗
廟
社
稜
、
治
邑
屋
州
間
郷
曲
者
、
昂
営
不
法

聖
人
哉
。
然
而
田
成
子
一
旦
殺
斉
君
而
盗
其
国
。
所
盗
者
登
独
其
国

邪
。
並
与
其
聖
知
之
法
而
盗
之
。
故
田
成
子
有
乎
盗
賊
之
名
、
而
身

処
莞
、
舜
之
安
。
小
国
不
敢
非
、
大
国
不
敢
誅
、
十
二
世
有
斉
国
。

則
是
不
乃
窟
斉
国
、
並
与
其
聖
知
之
法
以
守
其
盗
賊
之
身
乎
。

「
十
二
世
」
の
起
点
に
つ
い
て
は
、
田
敬
仲
（
田
完
）
と
す
る
説

（
『
経
典
釈
文
』
）
と
、
田
成
子
（
田
常
）
と
す
る
説
（
愈
抱
等
）
と

が
あ
る
。
『
史
記
』
六
国
年
表
や
田
敬
仲
完
世
家
に
見
る
田
斉
の
系
図

に
つ
い
て
の
解
釈
に
は
諸
説
あ
る
（
銭
穆
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
（
香
港

大
学
出
版
社
、
一
九
三
五
年
）
．
楊
寛
『
戦
国
史
』
一
九
九
七
増
訂
版

（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
九
八
年
）
・
武
内
義
雄
「
六
国
年
表
訂
誤
」

（
『
武
内
義
雄
全
集
』
第
六
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
）
•
平
努

隆
郎
「
戦
国
紀
年
再
構
成
に
関
す
る
試
論
ー
君
主
在
位
の
称
元
法
か

ら
す
る
古
本
『
竹
書
紀
年
』
の
再
評
価
ー
」
（
『
史
学
雑
志
』
一

O
-

ー
八
、
一
九
九
二
年
）
•
吉
本
道
雅
「
史
記
戦
国
紀
年
考
」
（
『
立
命
館

文
学
』
第
五
五
六
号
、
一
九
九
八
年
）
等
）
。
王
氏
別
稿
が
前
提
と
す

る
の
は
、
『
竹
書
紀
年
』
の
記
述
（
後
掲
）
に
依
拠
し
た
系
図
で
あ
る
。

（
左
表
は
、
王
氏
別
稿
所
掲
の
も
の
に
基
づ
き
作
成
し
た
も
の
。
④

⑥
は
〔
『
史
記
』
に
見
え
ず
〕
『
史
記
索
隠
』
所
引
の
『
竹
書
紀
年
』

に
記
載
が
見
え
る
。
王
氏
は
こ
の
系
図
に
つ
い
て
、
「
男
一
些
学
者
則

根
拠
古
本
『
竹
書
紀
年
』
的
侠
文
校
訂
『
史
記
』
的
錯
誤
、
考
証
出

田
成
子
至
斉
王
建
正
是
十
二
代
、
於
是
作
出
『
肱
箇
篇
』
作
於
斉
王

建
時
的
結
論
。
今
列
学
界
所
帰
納
的
田
成
子
以
下
的
田
氏
世
系
如
下
」

と
し
、
詳
細
は
挙
げ
な
い
。
）

こ
の
系
図
に
対
し
、
王
氏
は
更
に
『
竹
書
紀
年
』
の
記
述
に
関
す

る
独
自
の
視
点
か
ら
検
討
を
行
う
。
そ
の
説
は
、
田
侯
剣
（
左
表
⑥
）
．

と
桓
公
（
左
表
⑦
）
と
の
間
に
播
子
喜
（
王
氏
は
「
播
子
」
を
子
供

の
汎
称
で
は
な
く
、
幼
い
君
主
の
称
号
と
す
る
）
を
置
く
と
い
う
も

の
。
そ
の
場
合
、
田
成
子
か
ら
数
え
た
「
十
二
世
」
は
斉
襄
王
（
左

表
⑪
）
と
な
る
。

紀
年
、
斉
康
公
五
年
、
田
侯
午
生
。
二
十
二
年
、
田
侯
刻
立
。
後
十

年
、
斉
田
午
試
其
君
及
播
子
喜
而
為
公
。
春
秋
後
伝
亦
云
、
田
午
試

田敬仲（完）， ， 
①田成子（常）
I 

②田襄子（盤）
I 

③田荘子（白）
I 

④田↑仔

⑤田太公（和）
I 

⑥田侯（刻）
I 
播子喜（王氏説）
I 

⑦桓公（午）
I 

⑧威王（因斉）
I 

⑨宣王（辟彊）
I 

⑩滑王（地）
I 

⑪襄王（法章）
I 

⑫王（建）

（？） 
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田侯及其播子喜而兼斉、是為桓侯。（『史記索隠』）

紀年、斉宣公十五年、田荘子卒。明年、立田悼子。悼子卒、

乃次立田和。是荘子後有悼子。蓋立年無幾、所以作系本及

記史者不得録也。而荘周及鬼谷子亦云、田成子殺斉君、十

二代而有斉国。今拠系本系家、自成子至王建之滅、唯祇十

代。若如紀年、則悼子及侯刻即有十二代、乃与荘子、鬼谷

説同、明紀年亦非妄。（『史記索隠』）

(5)槌謹按、釈文日、自敬仲至荘子九世、知斉政、自太公和

至威王、三世為斉侯、故十二世、此説非也。本文是説田成

子、不当追従敬仲数起。疑荘子原文本作世世有斉国。言自

田成子之後、世有斉国也。古書遇重字。止於字下作二字以

識之。応作世二有斉国。伝写者誤倒之、則為二世有斉国。

於是其文不可通。而従田成子追数至敬仲。適得十二世。遂

臆加十字於其上耳。（愈挺『諸子平諮』巻十八、荘子二）

(6)紀南城遺跡については、郭徳維『楚都紀南城復原研究』（文

物出版社、一九九九年）・湖北省博物館「楚都紀南城的勘査

与発掘」（上）（下）（『考古学報』一九八二年第三期•第四期）等を参照。

(7)桓諏新論日、楚之郡都、車掛穀、民摩肩、市路相交、号

為朝衣新而暮衣弊。（『太平御覧』巻七七六）

(8)劉氏によれば、この記述は氏が所有する『江陵鳳凰山秦

漢墓発掘報告』油印本に依拠するとのこと（ただし、本報

周 殷 夏
正 正 正

正
十 十 幌

月 〗月月 月

正
十

汀月 月
月

正 建^

月 月 月
色孟寅

月

告
は
未
刊
行
）
。

(
9
)

雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
甲
篇
所
収
の
「
歳
」
に
見
え
る
対
照

表
を
指
す
。
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
九

0
年
）
．

曽
憲
通
「
秦
簡
日
書
歳
篇
講
疏
」
（
饒
宗
願
•
曽
憲
通
『
雲
夢
秦
簡
日

書
研
究
』
、
中
文
大
学
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
を
参
照
。

(10)

「
夏
正
の
月
名
と
順
序
を
改
め
ず
に
、
そ
の
十
月
を
秦
暦
の
歳
首
と

し
た
」
と
は
、
建
寅
月
を
「
正
月
」
（
一
月
）
と
し
、
建
亥
月
(
+
月
）

を
歳
首
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
漢
書
』
『
白
虎
通
』
等
に

見
る
い
わ
ゆ
る
「
三
統
暦
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
（
な

お
「
建
某
月
」
と
は
、
北
斗
七
星
の
柄
の
部
分
が
初
昏
に
某
の
方
角

を
指
す
月
。
）

(11)
劉
氏
は
、
別
稿
「
従
包
山
楚
簡
紀
時
材
料
論
及
楚
国
紀
年
与
楚
暦
」

（
湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊
編
『
包
山
楚
墓
上
』
、
文
物
出
版
社
、

一
九
九
一
年
）
に
お
い
て
、
先
行
研
究
の
再
検
討
と
自
身
の
考
察
を
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(12)
江
陵
九
店
墓
に
お
け
る
甲
組
・
乙
組
の
分
類
基
準
は
次
の
通
り
。
「
這

批
墓
葬
従
葬
制
和
随
葬
器
物
親
察
顕
然
分
属
両
種
不
同
的
文
化
、
其

楚
暦
秦
暦

冬
夕
（
歳
月
）

屈
夕

二
番
目
の
月
）

十
一
月

（
二
番
目
の
月
）

援
夕

一
番
目
の
月
）

十
月
（
歳
月
）

十
二
月

（
三
番
目
の
月
）

刑
夷

（
四
番
目
の
月
）

正
月

（
四
番
目
の
月
）

続
く
本
論
の
「
秦
暦
の
歳
首
（
夏
正
の
十
月
）
を
標
準
と
し
、
そ
こ

に
楚
暦
の
歳
首
を
合
わ
せ
た
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
。

楚秦
暦暦

平

讀g月叶g月 建亥
ど 月

宇
面—献 ニ番目十 豆室建

駆馬の月 月子
-月ど -月

ど冦冬 "" 番二目十＿一 建
夕の月 丑
-月月

註晶建
日夕 の目-月 寅
こ、 -月月

踏
ま
え
、
楚
暦
の
歳
首
が
「
冬
夕
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
楚
暦
は
殷

正
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
結
論
づ
け
る
。
本
論
は
、
劉
氏
の
こ
の
説

を
前
提
と
す
る
も
の
。
つ
ま
り
、
殷
正
に
従
う
楚
暦
で
は
、
建
丑
月

を
「
冬
夕
」
（
正
月
）
と
し
、
こ
れ
を
歳
首
と
す
る
。
よ
っ
て
楚
暦
で

は
、
「
歳
首
」
が
秦
暦
よ
り
ニ
ヶ
月
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
次
表
参

照
。
な
お
、
楚
暦
の
月
名
は
注
九
前
掲
書
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
の

釈
読
に
従
い
、
暦
の
呼
称
は
劉
氏
に
従
う
。
）

中
19
墓
顕
系
姫
周
文
化
系
統
、
称
為
甲
組
。
男
500
余
墓
当
属
楚
文
化

系
統
、
称
為
乙
組
。
」
（
『
江
陵
九
店
東
周
墓
』
前
言
）

(13)
乙
組
の
墓
主
に
つ
い
て
、
甲
類
墓
は
「
元
士
」
、
乙
類
墓
は
「
下
士
」
、

丙
類
墓
は
「
庶
人
」
、
丁
類
墓
は
「
庶
民
」
と
さ
れ
る
。
（
『
江
陵
九
店

東
周
墓
』
四
二
七

S
四
二
八
頁
）

(14)
劉
氏
『
楚
系
青
銅
器
研
究
』
は
、
青
銅
器
の
組
み
合
わ
せ
（
甲
類
・

乙
類
・
丙
類
）
に
よ
っ
て
墓
主
の
身
分
は
特
定
で
き
る
と
し
、
乙
類

の
墓
主
は
大
夫
階
級
で
あ
る
と
す
る
。
雀
氏
は
こ
の
説
を
前
提
と
し
、

鼎
類
の
銅
礼
器
を
用
い
た
墓
は
、
必
ず
し
も
盤
・
匝
を
用
い
て
い
な

い
が
、
盤
・
囮
を
用
い
る
墓
は
、
大
抵
鼎
類
の
銅
礼
器
を
併
用
し
て

い
る
た
め
、
盤
・
匝
と
鼎
と
の
関
連
性
は
極
め
て
明
快
だ
と
す
る
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
雀
仁
義
『
荊
門
郭
店
楚
簡
〈
老
子
〉
研
究
』
、
ま

た
劉
彬
徽
『
楚
系
青
銅
器
研
究
』
第
三
章
「
楚
系
青
銅
器
組
合
研
究
」
．

第
七
章
「
楚
系
青
銅
器
与
楚
礼
制
関
係
的
研
究
」
を
参
照
。

(15)
劉
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
関
す
る
発
掘
報
告
は
未
刊
行
で
あ
る
も

の
の
、
劉
祖
信
氏
に
よ
る
紹
介
「
荊
門
楚
墓
的
驚
人
発
現
」
が
『
文

物
天
地
』
一
九
九
五
年
第
六
期
に
見
え
る
と
の
こ
と
。

(16)
皇
天
之
不
純
命
分
、
何
百
姓
之
震
態
。
民
離
散
而
相
失
分
、
方
仲

春
而
東
遷
。
去
故
郷
而
就
遠
分
、
遵
江
夏
以
流
亡
…
…
発
郡
都
而
去

間
分
：
：
．
．
o

(17)
当
是
時
、
斉
滑
王
彊
、
南
敗
楚
相
唐
昧
於
重
丘
、
西
描
三
晋
於
観

津
、
遂
与
三
晋
撃
秦
、
助
趙
滅
中
山
、
破
宋
、
広
地
千
余
里
。
与
秦

(34) 



昭
王
争
重
為
帝
、
已
而
復
帰
之
。
諸
侯
皆
欲
背
秦
而
服
於
斉
。
潜
王

自
衿
、
百
姓
弗
堪
。
於
是
燕
昭
王
問
伐
斉
之
事
。
楽
毅
対
日
、
斉
、

薪
国
之
余
業
也
、
地
大
人
衆
、
未
易
独
攻
也
。
王
必
欲
伐
之
、
莫
如

与
趙
及
楚
魏
。
於
是
使
楽
毅
約
趙
恵
文
王
、
別
使
連
楚
魏
、
令
趙
咄

説
秦
以
伐
斉
之
利
。
諸
侯
害
斉
酒
王
之
縞
暴
、
皆
争
合
従
与
燕
伐
斉
。

楽
毅
還
報
、
燕
昭
王
悉
起
兵
、
使
楽
毅
為
上
将
軍
、
趙
恵
文
王
以
相

国
印
授
楽
毅
。
楽
毅
於
是
井
護
趙
楚
韓
魏
燕
之
兵
以
伐
斉
、
破
之
済

西
。
諸
侯
兵
罷
帰
、
而
燕
軍
楽
毅
独
追
、
至
干
臨
蓄
。
斉
播
王
之
敗

済
西
、
亡
走
、
保
於
宮
。
楽
毅
独
留
狗
斉
、
斉
皆
城
守
。
楽
毅
攻
入

臨
蓄
、
尽
取
斉
宝
財
物
祭
器
輸
之
燕
。
燕
昭
王
大
説
、
親
至
済
上
労

軍
、
行
賞
珊
士
、
封
楽
毅
於
昌
国
、
号
為
昌
国
君
。
於
是
燕
昭
王
収

斉
歯
獲
以
帰
、
而
使
楽
毅
復
以
兵
平
斉
城
之
不
下
者
。
（
『
史
記
』
楽

毅
列
伝
）

(18)
存
燕
に
つ
い
て
（
以
下
、
傍
線
引
用
者
）

斉
明
説
叫
洲
以
伐
秦
、
滑
不
聴
也
。
斉
明
謂
叫
剖
曰
、
明
之
来
也
。

為
樗
里
疾
卜
交
也
。
明
説
楚
大
夫
以
伐
秦
、
皆
受
明
之
説
也
。
唯
公

弗
受
也
。
臣
有
辞
、
以
報
樗
里
子
突
。
叫
剖
因
重
之
。
（
『
戦
国
策
』

楚
策
四
）

斉
破
燕
、
趙
欲
存
之
。
楽
毅
謂
趙
王
日
、
今
無
約
而
攻
斉
、
斉
必
監

趙
。
不
如
請
以
河
東
易
燕
地
於
斉
。
趙
有
河
北
、
斉
有
河
東
、
燕
趙

必
不
争
突
。
是
二
国
親
也
。
以
河
東
之
地
強
斉
、
以
燕
以
趙
輔
之
、

天
下
憎
之
。
必
皆
事
王
以
伐
斉
、
是
因
天
下
以
破
斉
也
。
王
日
、
善
。

乃
以
河
東
易
斉
。
楚
魏
憎
之
、
令
剖
淵
’
•
恵
施
之
趙
、
請
伐
斉
而
存

燕
。
（
『
戦
国
策
』
趙
策
三
）

亡
越
に
つ
い
て

楚
王
問
於
苑
環
日
、
寡
人
欲
置
相
於
秦
、
執
可
。
対
日
、
臣
不
足
以

知
之
。
王
日
、
吾
相
廿
茂
、
可
乎
。
苑
環
対
日
、
不
可
。
王
日
、
何

也
。
日
、
夫
史
挙
、
上
察
之
監
門
也
。
大
不
如
事
君
、
小
不
如
処
室
、

以
苛
廉
聞
於
世
。
廿
茂
事
之
順
焉
。
故
恵
王
之
明
、
武
王
之
察
、
張

俄
之
好
譜
、
甘
茂
事
之
、
取
十
官
而
無
罪
。
茂
誠
賢
者
也
。
然
而
不

可
相
秦
。
秦
之
有
賢
相
也
、
非
楚
国
之
利
也
。
且
王
嘗
用
~
於
越
、

而
納
句
章
昧
之
難
、
越
乱
、
故
楚
南
察
瀬
胡
而
野
江
東
。
計
王
之
功

所
以
能
如
此
者
、
越
乱
而
楚
治
也
。
今
王
以
用
之
於
越
癸
、
而
忘
之

於
秦
臣
以
為
王
。
（
『
戦
国
策
』
楚
策
一
）

斉
使
廿
茂
於
楚
、
楚
懐
王
新
与
秦
合
婚
而
雅
°
而
秦
聞
廿
茂
在
楚
、

使
人
謂
楚
王
日
、
願
送
廿
茂
於
秦
。
楚
王
問
於
苑
蛸
日
、
寡
人
欲
置

相
於
秦
、
執
可
。
対
日
、
臣
不
足
以
識
之
。
楚
王
日
、
寡
人
欲
相
甘

茂
、
可
乎
。
対
日
、
不
可
。
夫
史
挙
、
下
察
之
監
門
也
、
大
不
為
事

君
、
小
不
為
家
室
、
以
荀
賤
不
廉
聞
於
世
、
廿
茂
事
之
順
焉
。
故
恵

王
之
明
、
武
王
之
察
、
張
催
之
弁
、
而
廿
茂
事
之
、
取
十
官
而
無
罪
。

茂
誠
賢
者
也
。
不
可
相
於
秦
。
夫
秦
之
有
賢
相
、
非
楚
国
之
利
也
。

且
王
前
営
用
利
洲
於
越
、
而
内
行
章
義
之
難
、
越
国
乱
、
故
楚
南
塞

贋
門
而
郡
江
東
。
計
王
之
功
所
以
能
如
此
者
、
越
国
乱
而
楚
治
也
。

今
王
知
用
諸
越
而
忘
用
諸
秦
、
臣
以
王
為
鉗
過
突
。
（
『
史
記
』
廿
茂
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列
伝
）な
お
、
『
戦
国
策
』
か
ら
の
引
用
は
挑
宏
本
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

(
1
9
)
剖
副
管
斉
之
権
、
縮
閃
王
之
筋
、
県
之
廟
梁
、
宿
昔
而
死
。
（
『
戦

国
策
』
秦
策
三
）

斉
以
躙
~
之
乱
菩
楚
、
其
後
秦
欲
取
斉
。
（
『
戦
国
策
』
斉
策
六
）

淵
刷
用
斉
、
擢
閃
王
之
筋
、
縣
於
其
廟
梁
、
宿
夕
而
死
。
（
『
戦
国
策
』

楚
策
四
）

〔
播
王
〕
四
十
年
、
燕
秦
楚
三
晋
合
謀
、
各
出
鋭
師
以
伐
、
敗
我
済

西
。
王
解
而
節
。
燕
将
楽
毅
遂
入
臨
溜
、
尽
取
斉
之
宝
蔵
器
。
滑
王

出
亡
、
之
衛
。
衛
君
辟
宮
舎
之
、
称
臣
而
共
具
。
播
王
不
遜
、
衛
人

侵
之
。
潜
王
去
、
走
鄭
魯
、
有
瞬
色
、
鄭
魯
君
弗
内
、
遂
走
宮
。
楚

使
割
刷
将
兵
救
斉
、
因
相
斉
渚
王
。

11遂
殺
浴
王
而
与
燕
共
分
斉

之
侵
地
歯
器
。
浴
王
之
遇
殺
、
其
子
法
章
変
名
姓
為
宮
太
史
敷
家
庸
。

…

・:11既
以
去
宮
、
宮
中
人
及
斉
亡
臣
相
衆
求
渚
王
子
、
欲
立
之
。

法
章
憚
其
誅
己
也
、
久
之
、
乃
敢
自
言
我
潜
王
子
也
。
於
是
宮
人
共

立
法
章
、
是
為
襄
王
。
以
保
宮
城
而
布
告
斉
国
中
、
王
已
立
在
宮
芙
°

（
『
史
記
』
田
敬
仲
完
世
家
）

雀
抒
、

11管
斉
、
射
王
股
、
擢
王
筋
、
縣
之
於
廟
梁
、
宿
昔
而
死
。

李
兌
管
趙
、
囚
主
父
於
沙
丘
、
百
日
而
餓
死
。
今
臣
聞
秦
太
后
、
穣

侯
用
事
、
高
陵
、
華
陽
、
泄
陽
佐
之
、
卒
無
秦
王
、
此
亦
躙
~
、
李

兌
之
類
也
。
（
『
史
記
』
苑
唯
察
沢
列
伝
）

燕
既
尽
降
斉
城
、
唯
独
宮
、
即
墨
不
下
。
燕
軍
聞
斉
王
在
宮
、
井
兵

訳
者
附
記

攻
之
。
澗
~
既
殺
滑
王
於
宮
、
因
堅
守
、
距
燕
軍
、
数
年
不
下
。
燕

引
兵
東
囲
即
墨
、
即
墨
大
夫
出
与
戦
、
敗
死
。
（
『
史
記
』
田
単
列
伝
）

初、

11之
殺
溶
王
也
、
宮
人
求
滑
王
子
法
章
、
得
之
太
史
激
之
家
、

為
人
灌
囲
。
（
『
史
記
』
田
単
列
伝
）

(
2
0
)
嵌
、
高
貌
。
山
大
而
高
日
松
°
嶽
、
四
嶽
也
。
東
嶽
岱
、
南
嶽
衡
、

西
嶽
華
、
北
嶽
恒
°
幸
空
之
時
、
姜
氏
為
四
伯
、
掌
四
嶽
之
祀
。
述
諸

侯
之
職
。
於
周
則
有
甫
、
有
申
、
有
斉
、
有
許
也
。
（
毛
伝
）

(21)

顧
棟
高
『
春
秋
大
事
表
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
三
年
）
五
七

O
S

五
七
一
頁
を
参
照
。

(
2
2
)
『
史
記
』
楚
世
家
に
は
「
懐
王
元
年
、
張
儀
始
相
秦
恵
王
。
四
年
秦

恵
王
初
称
王
。
六
年
、
楚
使
柱
国
昭
陽
将
兵
而
攻
魏
、
破
之
於
襄
陵
、

得
八
邑
。
」
と
あ
る
。

本
稿
は
、
劉
彬
徽
「
関
於
郭
店
楚
簡
年
代
及
相
関
問
題
的
討
論
」
（
『
早

期
文
明
与
楚
文
化
研
究
』
、
長
沙
岳
麓
書
社
、
二

0
0
一
年
七
月
）
を
、

原
著
者
の
了
解
を
得
て
翻
訳
転
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
本
論
文
は
、

李
学
勤
・
謝
桂
華
主
編
『
簡
吊
研
究
二

0
0
1
』
上
冊
（
桂
林
広
西
師
範

大
学
出
版
社
、
二

0
0
一
年
九
月
）
に
も
再
掲
さ
れ
て
い
る
。

訳
出
の
際
に
必
要
な
補
足
説
明
等
は
、
〔
〕
（
訳
者
注
ー
）
に

て
補
っ
た
。
ま
た
、
「
戦
国
晩
期
早
段
」
「
戦
国
晩
期
晩
段
」
等
、
時
代
区

分
に
関
す
る
呼
称
に
つ
い
て
は
、
〈
〉
を
付
し
て
原
文
の
ま
ま
用
い
た
。
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